
　・高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けた

　　課題やニーズの明確化 虐待が解消していない場合

　　関与を依頼する関係機関の選定

　※権限の行使及び措置・面会制限解除要件等の検討

　※養護者支援の必要性の検討

対

　　協議・決定

応 　　　　　立入調査

　　　　【高齢者の保護（権限行使を含む。）】

　　　　・やむを得ない事由による措置

段 　　　　・緊急ショートステイ

　　　　・面会制限など

　　　　【成年後見制度の市長申立】

階

　　虐待の解消、高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けて必要な対応の実施

　

　　　※必要に応じて措置や面会制限等の行政権限を行使

虐待が解消していない場合

　・対応の実施状況（設定した目標に対して、誰が、

　　どのように取り組んだか及び確認した事実と日付） 現在の虐待対応方針・

　・目標及び対応方法の変更の必要性の有無 計画の内容を継続しな

　・虐待の状況と高齢者や養護者の意向や状況 がら個別の課題や目標

　　⇒対応の終結／対応の継続／アセスメントや方針の 設定を変更する

　　　見直しについての検討

　　※措置の廃止、面会制限の解除の検討を含む

虐待として

取り組む

必要が

ない場合

虐待対応として取り組む 　権利擁護対応

終 必要がない場合 （虐待対応を除く）

結 　包括的、継続的

段 　ケアマネジメント

階 　支援

情

報

収

集

と

虐

待

発

生

要

因

・

課

題

の

整

理

●　養護者による高齢者虐待の対応の手順（全体フロー図　２/２）

⑩　情報収集と虐待発生要因・課題の整理

⑪　虐待対応方針・計画（案）の作成

　　総合的な対応方針、課題や目標、役割分担と期限の設定、

⑫　虐待対応方針・計画の作成

　・虐待発生要因の明確化

⑬　虐待対応方針・計画に沿った対応の実施

虐待対応を継続

⑭　対応の実施状況及び虐待が解消したかどうかの確認

虐待発生の要因分析

及び虐待対応方針・

　計画の見直し

　　事前に作成して虐待対応方針・計画（案）の内容を

対

応

段

階

の

評

価

会

議

虐

待

対

応

の

終

結

関係機関への

関与の引継ぎ

⑮　高齢者が安心して生活を送るための環境の整備状況の確認

虐待対応として取り組み必要性についての検討

⑯　虐待対応の終結

虐待対応を継続
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